
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

407 万円
(305 万円)

91 万円
(68 万円)

139 万円
(104 万円)

3,377 万円
(1,868 万円)

551 万円
(367 万円)

100 万円
(50 万円)

282 万円
(141 万円)

600 万円
(400 万円)

118 万円
(59 万円)

5,665 万円
(3,362 万円)

さぬき市
さぬき市結婚新生活支援事業の
周知・広報

 1/2
結婚を考えている対象世代の男女やその親世代に対し、事
業の認知度の向上を図るため、地域情報誌等に結婚新生活
支援事業に関する広告を掲載するもの。

計

高松市 中学生と乳幼児とのふれあい事業  1/2

中学生や大学生、保育士を目指す学生等を対象に、赤ちゃ
んやその保護者と直接ふれあうことで、こどもを生み育てるこ
との意義や、こども・家庭の大切さを学ぶことができる体験学
習を実施するもの。

丸亀市 丸亀市婚活支援事業  2/3

市内外の結婚を希望する人を対象に、リアル・オンラインの
婚活イベントの開催や、マナーや身だしなみ講座等の婚活ス
キルアップセミナーを開催することで、婚活に対する自信の
醸成や不安の解消を図るもの。

 1/2

結婚や子育ての悩みを気軽に相談できる場である「縁結び・
子育て美容－eki」に認定した店舗へのフォローアップとして、
結婚や子育てに関する最新の情報を入手できるよう、メール
マガジンの配信やリーフレットの配布を行うほか、店舗や利
用者へのアンケートを実施するもの。

【重点メニュー】
男性の育休取得と家事・育児参画
促進事業

 2/3

男女が協力して家事・育児を行う機運の醸成を図るため、男
性のための家事・育児講座や講演会を開催するほか、男性
が育児休業を取得しやすい環境づくりのため、企業向けの研
修を実施するもの。

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【香川県】

１．地域少子化対策重点推進事業

香川県

【重点メニュー】
かがわ縁結び支援センターマッチン
グシステム改修事業

 3/4

会員の活動を促進するため、性格診断により会員を８つのタ
イプに分類することで、自分に合うと思うタイプの異性を検索
できる機能の追加と、会員の活動履歴をビックデータとして活
用し、おすすめの異性を表示する機能をプッシュ通知方式に
変更する等のシステム改修を行なうもの。

【重点メニュー】
かがわ縁結び支援センター縁結び
おせっかいさんスキルアップ事業

 3/4
結婚支援ボランティア「縁結びおせっかいさん」のスキルアッ
プのため、「結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム」
を活用した研修を実施するもの。

【重点メニュー】
高校生に対するライフデザイン
講座事業

 3/4

高校生を対象に、結婚、子育て、ワーク・ライフ・バランス等に
関する必要な知識や情報を総合的に習得するライフデザイン
セミナーや、生涯に渡る人生設計を考えることのできるワーク
ショップを実施するもの。

かがわ縁結び支援センター事業  2/3

結婚を希望する独身男女の出会い・結婚をサポートする拠点
として、マッチングシステムによる引き合わせや、縁結びを支
援するボランティア「縁結びおせっかいさん」による個別相談
会等を実施するほか、会員数の増加とセンター認知度向上
のための広報活動を実施するもの。

結婚・子育て応援情報発信事業



○都道府県主導型連携コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

2,280 万円
(1,520 万円)

1,500 万円
(1,000 万円)

900 万円
(600 万円)

150 万円
(100 万円)

900 万円
(600 万円)

240 万円
(160 万円)

1,700 万円
(1,133 万円)

90 万円
(60 万円)

300 万円
(200 万円)

8,060 万円
(5,373 万円)

○一般コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

180 万円
(90 万円)

150 万円
(75 万円)

330 万円
(165 万円)

※１万円未満は切り捨て

計

計

善通寺市 善通寺市結婚新生活支援事業  1/2

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額30万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額15万円）

綾川町 綾川町結婚新生活支援事業  1/2

琴平町 琴平町結婚新生活支援事業  2/3

多度津町 多度津町結婚新生活支援事業  2/3

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額40万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額20万円）

土庄町 土庄町結婚新生活支援事業  2/3

宇多津町 宇多津町結婚新生活支援事業  2/3

さぬき市結婚新生活支援事業  2/3

東かがわ市 東かがわ市結婚新生活支援事業  2/3

三豊市 三豊市結婚新生活支援事業  2/3

2．結婚新生活支援事業

丸亀市 丸亀市結婚新生活支援事業  2/3

坂出市 坂出市結婚新生活支援事業  2/3

さぬき市


